
○
国
土
交
通
省
告
示
第
千
四
百
二
十
八
号

建
築
士
法
に
基
づ
く
中
央
指
定
登
録
機
関
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
令
第
三
十
七
号
）
第
二
十
八
条
第

九
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
講
義
を
受
講
し
た
者
又
は
修
了
考
査
に
合
格
し
た
者
と
同
等
以
上
の
知
識
を
有
す
る
者
と
し
て
国
土

交
通
大
臣
が
定
め
る
者
及
び
講
義
又
は
修
了
考
査
の
う
ち
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
科
目
を
、
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日

国
土
交
通
大
臣

金
子

一
義

建
築
士
法
に
基
づ
く
中
央
指
定
登
録
機
関
等
に
関
す
る
省
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
講
義
を
受
講
し
た
者
等
と
同
等
以
上

の
知
識
を
有
す
る
者
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
者
及
び
講
義
等
の
う
ち
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
科
目
を
定
め

る
件

建
築
士
法
に
基
づ
く
中
央
指
定
登
録
機
関
等
に
関
す
る
省
令
第
二
十
八
条
第
九
号
に
規
定
す
る
講
義
を
受
講
し
た
者
又
は
修

了
考
査
に
合
格
し
た
者
と
同
等
以
上
の
知
識
を
有
す
る
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
と
し
、
同
号
に
規
定
す
る
科
目
は
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下



欄
に
掲
げ
る
科
目
と
す
る
。

講
習

同
等
以
上
の
知
識
を
有
す
る
者

科
目

構
造
設
計
一
級

一

構
造
設
計
一
級
建
築
士
講
習
の
一
部
の
科
目
の
修

当
該
科
目
の
講
義
及
び
修
了
考
査

建
築
士
講
習

了
考
査
に
合
格
し
、
そ
の
合
格
し
た
構
造
設
計
一
級

建
築
士
講
習
の
行
わ
れ
た
年
度
の
初
め
か
ら
三
年
以

内
に
構
造
設
計
一
級
建
築
士
講
習
を
受
講
す
る
者

設
備
設
計
一
級

一

一
級
建
築
士
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
建
築
設
備
士
で

建
築
設
備
に
関
す
る
科
目
の
講
義
（
設
備

建
築
士
講
習

あ
る
者

設
計
一
級
建
築
士
の
役
割
、
義
務
及
び
責

任
に
係
る
部
分
の
講
義
を
除
く
。
）
及
び

修
了
考
査

二

設
備
設
計
一
級
建
築
士
講
習
の
一
部
の
科
目
の
修

当
該
科
目
の
講
義
及
び
修
了
考
査

了
考
査
に
合
格
し
、
そ
の
合
格
し
た
設
備
設
計
一
級



建
築
士
講
習
の
行
わ
れ
た
年
度
の
初
め
か
ら
三
年
以

内
に
設
備
設
計
一
級
建
築
士
講
習
を
受
講
す
る
者

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


